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議案第４３号 

   埼玉県市町村総合事務組合の規約変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、埼

玉県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更することについて、議決を求め

る。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  

   埼玉県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 埼玉県市町村総合事務組合規約（平成１８年指令市第７４５号）の一部を次

のように変更する。 

 別表第１及び別表第２第４条第１号に掲げる事務の項組合市町村の欄中「鴻

巣行田北本環境資源組合」を「彩北広域清掃組合」に改める。 

   附 則 

 この規約は、埼玉県知事の許可のあった日から施行し、変更後の埼玉県市町

村総合事務組合規約の規定は、令和２年４月１日から適用する。 
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議案第４４号 

   戸田市手話言語条例 

 日本手話をはじめとする日本の手話（以下「手話」という。）は、音声による

言語とは異なり、手指、体の動きや表情により視覚的に表現する言語である。

ろう者は、意思や感情を伝えるコミュニケーションの手段として、また、知識

や情報を蓄え、社会生活を営むために手話を大切に育んできた。 

 しかしながら、手話は、長い間言語として認められず、手話を使いやすい環

境が整えられてこなかったことから、ろう者などの手話を必要とする人（以下

「手話を必要とする人」という。）が生活していく上で、不自由を強いられてき

た。 

 そのような中で、手話が社会において徐々に知られるようになり、平成１８

年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する条約において、手話が言

語であることが位置づけられた。我が国においても、平成２３年に改正された

障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）において、言語に手話を含むことが

明記され、手話に対する理解の広がりと深まりが求められるようになったもの

の、いまだに手話とろう者に対する理解が十分に深まっているとは言えず、今

でも多くの不便さや不安が生じている。 

 このことから、市民一人一人が、手話は言語であることを理解し、手話を必

要とする人が安心して生活を送ることができる環境を整え、もって全ての市民

が、ともに育ち、ともに働き、支え合う地域社会を築いていくことを目指し、

この条例を制定するものである。 

 （目的） 

第１条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に関する基本

理念を定め、市の責務と市民及び事業者の役割を明らかにすることにより、

市民の手話への理解及び手話の普及の促進を図るとともに、手話を使いやす

い環境を構築することで、全ての市民が共生することのできる地域社会の実

現に寄与することを目的とする。 

 （基本理念） 

第２条 手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境

の整備は、手話が言語であるという認識に基づき、全ての市民が、互いにそ

の個性と人格を尊重することを基本として行われるものとする。 
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 （市の責務） 

第３条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、手話に対する理解及び手

話の普及の促進を図るとともに、手話を使いやすい環境を整備するための施

策を推進するものとする。 

 （市民及び事業者の役割） 

第４条 市民及び事業者は、第２条に規定する基本理念に対する理解を深める

とともに、手話を必要とする人が安心して生活を送ることができる環境づく

りに協力するよう努めるものとする。 

 （施策の推進方針） 

第５条 市は、次に掲げる手話に関する施策の推進に関し、必要な方針（以下

「推進方針」という。）を定めるものとする。 

(1) 手話を学ぶ機会の確保 

(2) 手話を用いた情報発信及び手話を使いやすい環境づくり 

(3) 手話等を用いた情報の取得及び共有の機会の拡充 

(4) 手話を習得し、手話を必要とする人を支援する人材の養成 

(5) 学校教育における手話に触れる機会の提供 

(6) 災害時における情報の提供及び意思疎通の支援 

(7) その他この条例の目的を達成するために必要な施策 

２ 市は、推進方針を定めるに当たっては、市が別に定める障害者の福祉に関

する計画等との整合性を図るものとする。 

３ 市は、推進方針の策定及び取組に当たっては、手話を必要とする人その他

関係機関の意見を聴くよう努めるものとする。 

 （財政上の措置） 

第６条 市は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ず

るよう努めるものとする。 

 （その他の意思疎通支援の推進） 

第７条 市は、手話、要約筆記その他の意思疎通支援を活用し、聴覚障害者の

特性に応じた円滑な意思疎通支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

 （委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 
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   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４５号 

   職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例 

 職員の服務の宣誓に関する条例（昭和２８年条例第２９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第 1 条に見出しとして「（この条例の目的）」を付する。 

 第２条に見出しとして「（職員の服務の宣誓）」を付し、同条に次の１項を加

える。 

２ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の服務の宣

誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをするこ

とができる。 

 第３条に見出しとして「（権限の委任）」を付する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４６号 

   戸田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 戸田市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１３年条例第７号）の一部を

次のように改正する。 

 第４条第１号中「患者の」を「者の」に、「危険がある」を「疑いのある」に

改める。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則に

次の２項を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症に係る防疫作業手当の特例） 

２ 新型コロナウイルス感染症（新型コロナウイルス感染症を指定感染症とし

て定める等の政令（令和２年政令第１１号）第１条に規定する新型コロナウ

イルス感染症をいう。以下同じ。）を同条の規定により感染症の予防及び感染

症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律第１１４号）第６条第

８項の指定感染症として定める期間中の新型コロナウイルス感染症に係る第

４条第１号に掲げる業務に係る防疫作業手当については、同号の規定にかか

わらず、業務に従事した日１日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、

当該各号に定める額を支給する。この場合において、第４条中「環境課に勤

務する職員」とあるのは、「職員」と読み替えるものとする。 

 (1) 第４条第１号に掲げる業務（次号に掲げる業務を除く。） ３,０００円 

 (2) 新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に

接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う業務その他市長がこ

れに準ずると認める業務 ４,０００円 

３ 前項の規定を適用する場合には、第１９条本文の規定は、適用しない。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の戸田市職員の特殊勤務手当に関

する条例の規定は、令和２年１月２７日から適用する。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４７号 

   戸田市税条例の一部を改正する条例 

 （戸田市税条例の一部改正） 

第１条 戸田市税条例（昭和３５年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条第１項第２号中「寡夫」を「ひとり親」に改める。 

  第２０条の２中「第１２項」を「第１１項」に、「寡婦（寡夫）控除額」を

「寡婦控除額、ひとり親控除額」に、「第７項」を「第６項」に改める。 

  第２２条の２第１項ただし書中「第３１４条の２第５項」を「第３１４条

の２第４項」に改める。 

  第３８条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同

条第４項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

「これを」を削り、「課する」を「課することができる。」に改め、同項に後

段として次のように加える。 

   この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、

その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

  第３８条第７項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改

め、同項を同条第８項とし、同条第６項中「によって」を「により」に、「第

４９条の２」を「第４９条の３」に、「みなす」を「みなすことができる」に

改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「によって」を「により」に、

「においては」を「には」に、「登録されている」を「登録がされている」に、

「みなす」を「みなすことができる」に改め、同項を同条第６項とし、同条

第４項の次に次の１項を加える。 

 ５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の

存在が不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を

所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課

することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとすると

きは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

第４５条第８項中「及び」を「又は」に改める。 

第５８条の２の次に次の１条を加える。 

  （現所有者の申告） 

 第５８条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以

下この条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌
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日から３月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に

提出しなければならない。 

  (1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人

との関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 

  (2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは

家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合

における当該個人の住所及び氏名 

  (3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

  第５９条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、又

は現所有者が前条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。 

  第７６条第２項に次のただし書を加える。 

   ただし、１本当たりの重量が０.７グラム未満の葉巻たばこの本数の算定

については、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこの０.７本に換算す

るものとする。 

  第７６条第４項中「左欄に掲げる製造たばこ」の次に「（同項ただし書に規

定する葉巻たばこを除く。）」を加える。 

  第９１条第６項中「第３８条第６項」を「第３８条第７項」に改める。 

  附則第３条の２第１項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特

例基準割合（平均貸付割合（」に、「の規定により告示された割合」を「に規

定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。）」に、「この条において同じ」

を「この項において同じ」に改め、「（以下この条において「特例基準割合適

用年」という。）」を削り、「当該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特

例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に改め、同条第２項中「特例基

準割合適用年中」を「各年の平均貸付割合に年０.５パーセントの割合を加算

した割合が年７.３パーセントの割合に満たない場合には、その年中」に、「当

該特例基準割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合と」を「当該加算し

た割合と」に改める。 

  附則第３条の２の２第１項中「特例基準割合」を「加算した割合」に改め

る。 

  附則第８条中「附則第１５条から第１５条の３の２までの」を「附則第 

 １５条から第１５条の３の２まで、第６１条又は第６２条の」に、「又は法附
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則第１５条から第１５条の３の２まで」の次に「、第６１条若しくは第６２

条」を加える。 

  附則第８条の２に次の１項を加える。 

 ２６ 法附則第６２条に規定する市町村の条例で定める割合は、０とする。 

  附則第８条の４第１項中「第３８条第５項」を「第３８条第６項」に改め

る。 

  附則第１３条の４中「令和２年９月３０日」を「令和３年３月３１日」に

改める。 

  附則第１５条第１項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第

１項」を加える。 

  附則第１５条の２第３項中「第３５条の２」を「第３５条の３」に改める。 

  附則第２８条中「又は第１５条の３」を「、第１５条の３又は第６１条」

に改め、「第１５条の３まで」の次に「若しくは第６１条」を加える。 

  附則に次の１条を加える。 

  （新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等） 

 第３９条 第５条の３第７項の規定は法附則第５９条第３項において準用す

る法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間について準用する。 

第２条 戸田市税条例の一部を次のように改正する。 

  第９条中「第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に」を「第３２１

条の８第３４項及び第３５項の申告書に」に、「においては」を「には」に改

め、同条第４号中「によって」を「により」に改め、同条第５号中「、第４

項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同条第６号中「第３２１条の

８第２２項及び第２３項」を「第３２１条の８第３４項及び第３５項」に改

める。 

  第９条の２中「及び第４項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。 

  第１１条第３項中「規定する収益事業」の次に「（以下この項及び第１８条

第２項の表第１号において「収益事業」という。）」を加え、「第１８条第２項

の表の第１号」を「同号」に、「第３４条第１０項から第１２項まで」を「第

３４条第９項から第１６項まで」に改める。 

  第１８条第２項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を「第 

 ２９２条第１項第４号の２」に、「市町村」を「市」に改め、同条第３項中「、

同項第２号の連結事業年度開始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連
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結法人税額の課税標準の算定期間又は同項第４号」を「若しくは同項第２号

の期間又は同項第３号」に改める。 

  第３４条第１項中「第４項、第１９項、第２２項及び第２３項」を「第 

 ３１項、第３４項及び第３５項」に、「第１０項、第１１項及び第１３項」を

「第９項、第１０項及び第１２項」に、「第４項、第１９項及び第２３項」を

「第３１項及び第３５項」に、「同条第２２項」を「同条第３４項」に、「第

３項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第６６条の７第５項及び第

１１項又は第６８条の９１第４項及び第１０項」を「第６６条の７第４項及

び第１０項」に、「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条の８第３６項」

に改め、同条第３項中「第６６条の９の３第４項及び第１０項又は第６８条

の９３の３第４項及び第１０項」を「第６６条の９の３第３項及び第９項」

に、「第３２１条の８第２５項」を「第３２１条の８第３７項」に改め、同条

第４項中「第３２１条の８第２６項」を「第３２１条の８第３８項」に改め、

同条第５項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」に、

「同条第２１項」を「同条第３３項」に、「、第４項又は第１９項」を「又は

第３１項」に、「同条第２３項」を「同条第３５項」に改め、同条第６項中「、

第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条第２２項」を「同条第 

 ３４項」に、「第３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改

め、同条第７項中「第３２１条の８第２２項」を「第３２１条の８第３４項」

に、「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、同項第２号中「第

３２１条の８第２３項」を「第３２１条の８第３５項」に改め、同条第９項

を削り、同条第１０項中「第３２１条の８第４２項」を「第３２１条の８第

５２項」に、「同条第４２項」を「同条第５２項」に、「第１２項」を「第 

 １１項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項を同条第１０項とし、

同条第１２項中「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１１項とし、

同条第１３項中「第１０項」を「第９項」に、「第７５条の４第２項」を「第

７５条の５第２項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項を同条

第１３項とし、同条第１５項中「第１３項」を「第１２項」に、「第１０項」

を「第９項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「第１３項

前段」を「第１２項前段」に、「第３２１条の８第５１項」を「第３２１条の

８第６１項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１５項とし、

同条第１７項中「第１３項後段」を「第１２項後段」に、「第１５項」を「第
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１４項」に、「第７５条の４第３項若しくは第６項（同法第８１条の２４の３

第２項において準用する場合を含む。）」を「第７５条の５第３項若しくは第

６項」に、「第１０項」を「第９項」に改め、同項を同条第１６項とする。 

  第３５条第２項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に、「同条

第２３項」を「同条第３５項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」

に改め、同条第３項中「、第４項又は第１９項」を「又は第３１項」に改め、

「（同条第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人

の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人 

 （法人税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親法人をいう。以下この

項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に

係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。

次項第２号において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第１９項」

を「又は第３１項」に改める。 

  第３７条第４項から第６項までを削る。 

  第７６条第２項ただし書中「０.７グラム」を「１グラム」に、「０.７本」

を「１本」に改める。 

  附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

  附則第８条中「第６１条又は第６２条」を「第６３条又は第６４条」に、

「第６１条若しくは第６２条」を「第６３条若しくは第６４条」に改める。 

  附則第８条の２第２６項中「附則第６２条」を「附則第６４条」に改める。 

  附則第２８条中「第６１条」を「第６３条」に改める。 

  附則に次の２条を加える。 

  （新型コロナウイルス感染症等に係る寄付金税額控除の特例） 

 第４０条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対

応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２年法律第２５

号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。）第５条第

４項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期

又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その

他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規

定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の

属する年中に法附則第６０条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権相当

額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支出したものとみな



- 12 - 

して、第２０条の６の規定を適用する。 

  （新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例） 

 第４１条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス

感染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合における附則第５条

の３の２第１項の規定の適用については、同項中「令和１５年度」とある

のは、「令和１６年度」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年１０月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

 (1) 第１条中第３８条及び第４５条第８項の改正規定、第５８条の２の次に

１条を加える改正規定、第５９条第１項及び第９１条第６項の改正規定並

びに附則第８条の改正規定、第８条の２に１項を加える改正規定、附則第

８条の４第１項、第１３条の４及び第２８条の改正規定並びに附則に１条

を加える改正規定並びに附則第５条の規定 公布の日 

 (2) 第１条中第１２条第１項第２号、第２０条の２及び第２２条の２第１項

ただし書の改正規定並びに附則第３条の２及び第３条の２の２第１項の改

正規定並びに第２条中附則第８条、第８条の２第２６項及び第２８条の改

正規定並びに附則に２条を加える改正規定並びに次条及び附則第３条の規

定 令和３年１月１日 

 (3) 第２条中第７６条第２項ただし書の改正規定及び附則第７条の規定 

令和３年１０月１日 

 (4) 第２条（前２号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第４条の規定 令

和４年４月１日 

 (5) 第１条中附則第１５条第１項及び第１５条の２第３項の改正規定 土

地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第１２号）附則第１項第

１号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日 

 （延滞金に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の戸田市税条例（以下「新条例」という。）

附則第３条の２の規定は、前条第２号に掲げる規定の施行の日以後の期間に

対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、

なお従前の例による。 
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 （市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第１２条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第２０条の２及

び第２２条の２第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税に

ついて適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例

による。 

２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第２２条の

２第１項の規定の適用については、同項ただし書中「地震保険料控除額」と

あるのは、「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正す

る法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法（以下

「旧法」という。）第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦（旧法第３１４

条の２第３項の規定に該当するものに限る。）又は旧法第２９２条第１項第 

 １２号に規定する寡夫である戸田市税条例第２３条第１項第１号に掲げる者

に係るものを除く。）」とする。 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の戸田市税条例の規定中

法人の市民税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及

び次項において「４号施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法

等の一部を改正する法律（令和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第

１条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）による改正前の法人税法（以下この

項及び次項において「４年旧法人税法」という。）第２条第１２号の７に規定

する連結子法人（次項において「連結子法人」という。）の連結親法人事業年

度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をい

う。次項において同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の

法人の市民税について適用する。 

２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４

号施行日前に開始した事業年度を含む。）分の法人の市民税及び４号施行日前

に開始した連結事業年度（４年旧法人税法第１５条の２第１項に規定する連

結事業年度をいう。以下この項において同じ。）（連結子法人の連結親法人事

業年度が４号施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の市民税に

ついては、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第５条 新条例第３８条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の
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例による。 

２ 新条例第３８条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用する。 

３ 新条例第５８条の３の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日

以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用する。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 

第６条 この条例の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに

係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

第７条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべき

であった葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４８号 

   戸田市印鑑条例の一部を改正する条例 

 戸田市印鑑条例（昭和５７年条例第２号）を次のように改正する。 

 第３条第２項第２号中「成年被後見人」の次に「（法定代理人が同行した上で

次条第２項の申請をした者を除く。）」を加える。 

 第４条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、登録申請者が成年被後見人であるときは、法定

代理人が同行した上で、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、市長に登

録の申請をしなければならない。この場合において、法定代理人は、市長が

その旨を確認できる場合を除き、当該成年被後見人の法定代理人であること

を証する書類を提示しなければならない。 

 第６条第５項中「第４条ただし書」を「第４条第１項ただし書及び同条第２

項」に改める。 

 第８条第３項中「第４条ただし書」を「第４条第１項ただし書及び同条第２

項」に改め、「印鑑登録証」の前に「第１項の」を加える。 

 第９条第２項及び第１１条第３項中「第４条ただし書」を「第４条第１項た

だし書及び同条第２項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第４９号 

   戸田市手数料条例の一部を改正する条例 

 戸田市手数料条例（昭和４１年条例第３１号）を次のように改正する。 

 第４条第１項第５号中「別表第２７項から第２９項まで」を「別表第２６項

から第２８項まで」に改める。 

 別表中第１４項を削り、第１５項から第４７項までを１項ずつ繰り上げ、同

表（注）第１項中「第１６項」を「第１５項」に改め、同表（注）第２項中「第

２４項」を「第２３項」に改め、同表（注）第３項中「第２６項」を「第２５

項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５０号 

   戸田市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 戸田市国民健康保険条例（昭和３９年条例第２７号）を次のように改正する。 

 目次中「第７条」を「第７条の４」に改める。 

 第４章中第７条の次に次の３条を加える。 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

第７条の２ 給与等（所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第１項に

規定する給与等をいい、賞与（健康保険法第３条第６項に規定する賞与をい

う。）を除く。以下同じ。）の支払いを受けている被保険者が療養のため労務

に服することができないとき（新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成

２４年法律第３１号）附則第１条の２に規定する新型コロナウイルス感染症

に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに

限る。）は、その労務に服することができなくなった日から起算して３日を経

過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定

していた日について、傷病手当金を支給する。 

２ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月

以前の直近の継続した３月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除し

た金額（その額に、５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以

上１０円未満の端数があるときは、これを１０円に切り上げるものとする。）

の３分の２に相当する金額（その金額に、５０銭未満の端数があるときは、

これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるときは、これを１円に切

り上げるものとする。）とする。ただし、健康保険法第４０条第１項に規定す

る標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する金額

の３分の２に相当する金額を超えるときは、その金額とする。 

３ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６月を超

えないものとする。 

 （新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与

等との調整） 

第７条の３ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があ

り当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受ける

ことができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金

を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第２項
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の規定により算出される額より少ないときは、その差額を支給する。 

第７条の４ 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合

において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につ

き、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一

部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額

より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条た

だし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から

控除する。 

２ 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業

所の事業主から徴収する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の戸田市国民健康保険条例の規定

は、傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日まで

の間に属する場合に適用する。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５１号 

   戸田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 戸田市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

 第７条中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

 (8) 埼玉県広域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給に係る申請書の提

出の受付 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５２号 

   戸田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

 戸田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２６年条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第４項中「家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係

る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき」を「次のいずれかに該当

するとき」に、「同号」を「第１項第３号」に改め、同項に次の２号を加える。 

 (1) 市長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的

保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱

う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利

用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提

供されるよう必要な措置を講じているとき。 

 (2) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設

の確保が、著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

 第６条第５項中「前項」の次に「（第２号に係る部分に限る。）」を加える。 

 第３７条第４号中「場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、

精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難

な場合」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５３号 

   戸田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 

   条例 

 戸田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年条例第２４号）の

一部を次のように改正する。 

 第４２条第４項中「特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項

に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき」を「次のいずれかに

該当する」に、「同号」を「第１項第３号」に改め、同項に次の２号を加える。 

 (1) 市長が、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって、

特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未

満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者

による特定地域型保育の提供の修了に際して、当該満３歳未満保育認定子

どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教

育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

 (2) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

 第４２条第５項中「前項」の次に「（第２号に係る部分に限る。）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５４号 

   戸田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例 

 戸田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条第３項中「指定都市」の次に「若しくは同法第２５２条の２２第１

項の中核市」を加える。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５５号 

   戸田都市計画事業新曽第一土地区画整理事業施行規程の一部を改正する

条例 

 戸田都市計画事業新曽第一土地区画整理事業施行規程（平成７年条例第３号）

の一部を次のように改正する。 

 第６条中第３号を削り、第４号を第３号とし、同号の次に次の１号を加える。 

 (4) その他の補助金、負担金等 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５６号 

   戸田市消防手数料条例の一部を改正する条例 

 戸田市消防手数料条例（平成１２年条例第１３号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第３の８の部中「又は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」を「、圧縮

天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素自動車燃料装置用容器」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５７号 

   財産の取得について 

 災害対応特殊救急自動車として、下記のとおり財産を取得するものとする。

よって、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３９年条例第９号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得財産名  災害対応特殊救急自動車 

２ 納 入 場 所  戸田市消防本部 

３ 仕 様 内 容  高規格救急自動車専用車両  １台 

         艤
ぎ

装一式 

         取付品一式 

         積載品一式 

         附属品一式 

４ 金 額  金２２,６０５,０００円 

         (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金２,０５５,０００円) 

５ 納 入 期 限  令和３年２月２６日 

６ 契 約 者  埼玉県戸田市美女木三丁目９番地の１ 

         埼玉トヨタ自動車株式会社 戸田店 

         店長 秋 山 忠 雄 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５７号参考 

   災害対応特殊救急自動車概要 

１ 概要 

   救急活動において、最新の救急資機材を積載し、救急自動車としての最

適の構造及び性能を有し、救急業務を充分に遂行できる装備も兼ね備えた

車両としている。 

２ 仕様 

 (1) 車両の主な諸元及び性能 

  ① シャシ        ４ＷＤ 高規格救急自動車専用車両 

  ② 車両全長       約５,８００ｍｍ以下 

  ③ 車両全幅       約１,９００ｍｍ以下 

  ④ 車両全高       約２,６００ｍｍ以下 

  ⑤ 室内長さ       約３,０００ｍｍ以上 

  ⑥ 患者室幅       約１,６００ｍｍ以上 

  ⑦ 患者室高さ      約１,８００ｍｍ以上 

  ⑧ 乗車人員       ７名程度 

  ⑨ エンジン排気量    約２,４８８ｃｃ以上 

  ⑩ 動力伝達装置     オートマチックトランスミッション 

 (2) 車両の主な艤装及び取付品 

  ① 赤色回転灯 

  ② 防水型後退警報器 

  ③ バックアイモニター 

  ④ 電子サイレン 

  ⑤ カーナビゲーション 

  ⑥ 救急ヘルメット収納 

  ⑦ 酸素ボンベ（１０リットル）収納庫 

  ⑧ 人工呼吸器用配管 

  ⑨ ストレッチャー積載架台 

  ⑩ 資機材収納庫 

 (3)  車両の主な積載品及び附属品 

  ① ストレッチャー 

  ② 救命浮輪 

  ③ 車輪止め 



 

- 27 - 

入   札   結   果 

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円) 

回  数  

業 者 名 
第 １ 回 摘 要 

埼 玉 ト ヨ タ 自 動 車（株） 戸 田 店 ２０,５５０,０００ 落 札 

日産プリンス埼玉販売（株） 法人営業部 辞 退  

 

 (消費税及び地方消費税の額含まず。単位円) 

予 算 額 ２０,７９９,８７１ 

予 定 価 格 ２０,７９９,８７１ 
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議案第５８号 

   財産の取得について 

 消防ポンプ自動車として、下記のとおり財産を取得するものとする。よって、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年

条例第９号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得財産名  消防ポンプ自動車 

２ 納 入 場 所  戸田市消防本部 

３ 仕 様 内 容  消防ポンプ自動車  １台 

         取付品一式 

         附属品一式 

４ 金 額  金２２,０５５,０００円 

         (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金２,００５,０００円) 

５ 納 入 期 限  令和２年１０月１６日 

６ 契 約 者  東京都港区芝五丁目３６番７号三田ベルジュビル１９階 

         株式会社モリタ 東京支店 

         支店長 山 北 忠 司 

  令和２年６月１日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  
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議案第５８号参考 

   消防ポンプ自動車概要 

１ 概要 

   火災及び各種災害等において消防隊（消防団）が迅速かつ円滑に活動で

きる各種資機材を機能的に維持管理できる構造の車両としている。 

２ 仕様 

 (1) 車両の主な諸元及び性能 

  ① シャシ        消防専用３トン級（２ＷＤ）ダブルキャブ 

  ② 車両全長       ５,７００ｍｍ以下 

  ③ 車両全幅       １,９００ｍｍ以下 

  ④ 車両全高       ２,５００ｍｍ以下 

⑤ 許容車両総重量    ５,０００ｋｇ未満 

⑥ ホイールベース    ２,８５０ｍｍ以下 

⑦ 変速機形式      オートマティックトランスミッション 

⑧ 乗車定員       ６名 

⑨ 燃料容量        ６０リットル以上 

 (2)  車両に使用するシャシの主な装備品 

  ① パワーステアリング 

  ② エンジン回転計 

  ③ エンジン積算計 

  ④ エンジン油温計 

  ⑤ ＡＢＳ 

  ⑥ ＬＥＤヘッドランプ 

  ⑦ フォグランプ 

  ⑧ エアーコンディショナー 

  ⑨ 消防シャシ用全席（レザー張りまたは同等品） 

  ⑩ 音声式後退警報ブザー及び音声式左折ブザー（ＯＮ・ＯＦＦ機能付） 

  ⑪ 全天候（オールシーズン）型タイヤ（スペアタイヤ含む） 

  ⑫ バックアイモニター 

 (3) 車両の艤装及び積載品等 

  ① Ａ－２級ポンプ 

  ② 無給油式真空ポンプ形成装置 
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  ③ 手動ガスダンパー式または手動引き出し展開式はしご昇降装置 

  ④ バッテリー管理器 

  ⑤ 電動油圧式垂直型ホースカー動力昇降装置 

  ⑥ ポンプ室上部ボックスアルミローラーシャッター扉 

  ⑦ 軽量ホースカー 
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入   札   結   果 

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円) 

回  数  

業 者 名 
第 １ 回 摘 要 

 (株) モ リ タ 東 京 支 店 ２０,０５０,０００ 落 札 

ジーエムいちはら工業 （株） 東 京 営 業 所 ２０,１２０,０００  

長 野 ポ ン プ (株) 東 京 営 業 所 ２０,１６０,０００  

日本ドライケミカル（株） 車 輌 営 業 部 ２０,１７５,０００  

 (株) 野口ポンプ製作所  ２０,１８０,０００  

 (株) ナカムラ消防化学 東 京 営 業 所 ２０,１９５,０００  

日 本 機 械 工 業 (株) 本 社 営 業 部 ２０,２００,０００  

埼 玉 消 防 機 械 (株) 中 央 支 店 ２０,２２０,０００  

東 京 日 野 自 動 車 (株) 川 口 支 店 ２２,０６１,６００ 無 効 

 

 (消費税及び地方消費税の額含まず。単位円) 

予 算 額 ２０,２４２,５０５ 

予 定 価 格 ２０,２４２,５０５ 
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議案第６３号 

   戸田市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 戸田市固定資産評価審査委員会委員に下記の者を選任したいから、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を

求める。 

記 

 住  所  （略） 

 氏  名  田部井 敏 雄 

 生年月日  （略） 

  令和２年６月１日提出 

                      戸田市長 菅 原 文 仁  
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